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銀行が業務を行ううえで直面するリスクは、従来にもま
して複雑化、多様化しています。
当行では「地域社会が健全であるためには、滋賀銀行
が健全でなければならない」というポリシーのもと、「勘
や経験」に頼らない「合理的な尺度」を持って、リスクを正
確に把握しコントロールするために、「内部格付制度」や
「統合的なリスク管理態勢」を構築しています。
引き続き、これまでの取り組みを発展させ、自己責任原

則を踏まえたリスク管理能力の向上を図ってまいります。

リスク管理体制

基本的な考え方

当行では、取締役会において「リスク管理規程」を定
め、管理すべきリスクの種類を特定し、各リスク所管部の
役割と責任を明確化するとともに、リスクの管理方法に
ついて規定しています。
加えて、戦略目標やリスクの状況に照らして、半期毎に

「リスク管理方針」を取締役会で制定しています。
これらのリスク管理の状況等については、ALM委員
会、常務会、取締役会へ報告するなど、適切な運営を行っ
ています。

自己責任経営の実践

リスク管理体制の概要
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統合的リスク管理とは、各種リスクを総体的に捉え、金
融機関の経営体力である自己資本と対比、検証すること
により、適切にリスク管理を行うことをいいます。
当行ではこうした考え方に基づき、経営管理部がすべて

のリスクを一元的に把握・管理する体制をとっています。
加えて、自己資本比率の算定に含まれていない与信集
中リスクや、銀行勘定の金利リスクについても、これを定
量的に把握・管理しています。
また、オペレーショナル・リスクや、風評リスクなど統計

的手法によるリスク量を計測していないリスクについても、
その発生頻度や影響額の抑制に努めています。

統合的リスク管理体制

統合的リスク管理方法のうち各種リスクをVaR等の
統一的な尺度でリスク量を計測し管理することを、統合
リスク管理といいます。
当行では、バーゼルⅢベースの自己資本に基づき資本
配賦を実施し、①規制資本ベースおよび②経済資本
ベースの両面でリスクを自己資本の範囲内にコントロー
ルしています。
加えて、③有価証券等の価格変動リスクを一定の範
囲内にコントロールすることにより、資本配賦制度を適
切に補完する体制を構築しています。

統合リスク管理体制

VaR（バリュー・アット・リスク）
VaRとは、一定期間（例えば1年）に被る可能性のある損失
額を統計的手法で計測したものをいいます。当行では、信
頼区間99%、保有期間1年を用いて計測したリスク量を内
部管理において使用しています。

資本配賦 
銀行が抱えるさまざまなリスクをVaR等で計量化し、リスク量に見合う
資本（経済資本）を、自己資本の範囲内でリスクの種類別、部門別等に割
り当てるものです。当行では、営業部門、市場部門を資本配賦の対象とし
ています。
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信用リスク管理体制
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リスク管理体制
自己責任経営の実践

FIRB（基礎的内部格付手法）を選択した理由
当行は、「自己責任原則による独自経営を貫く」との信念のもと、平成10年12月にお客さまと当行が企業価値向上に向
けて取り組むための合理的なコミュニケーション・ツールとして、独自の「企業格付制度」を導入し、以来、運営と改善を重
ね、信用リスク管理の高度化と自己資本の充実に努めてまいりました。
当行は、FIRBを、究極は地域社会との「共存共栄」を追求するためのツールであるとの信念に基づき、堅固な内部格付制度を構

築することが「自己責任」経営を貫徹するために必要不可欠と認識し、更なるリスク管理の高度化に挑戦しております。
こうした観点から、当行は、平成19年3月のバーゼルⅡ導入に際し、自己責任原則に基づく「内部格付手法」を選択し、「信用度を基軸と

した」業務運営や格付制度の運営に積極的に取り組んでおり、より一層地域社会の発展に多面的に貢献してまいりたいと考えております。

格付制度の意義と目的

経営基盤強化 課題の認識
解決策検討

財務内容良化 企業価値向上

お客さま 当  行

格付制度
レベルアップ

リスクテイク
能力向上

企業価値向上

適切なリスク評価

安定的な資金供給地域経済の活性化

合理的なコミュニケーション・ツール
として格付を開示

共存共栄

格   付

地域社会の発展

信用リスクとは、お取引先の財務状況の悪化などによ
り、当行が損失を受けるリスクをいいます。
当行は、信用リスクをそのリスクの大きさや範囲から最

も重要性を持つリスクとして認識し、「自分の城は自分で
守る」という自己責任原則に基づき、リスクの大宗を占め
る信用リスクの管理体制を確立し合理的なものさしを
持ってリスクをコントロールしていくことが、地域社会と
の「共存共栄」の追求に不可欠であると考えています。
そのためにまず、平成10年12月に当行独自の「企業
格付制度」を導入し、平成19年3月期からは「FIRB（基礎
的内部格付手法）」を採用しました。

企業格付は、お取引先の決算書などに基づき、統計的
な格付モデルを用いた財務分析（定量評価）を実施し、当

行独自の審査ノウハウによる定性評価を加味して、企業
実態を踏まえ決定しています。
企業格付制度については、ＰＤＣＡサイクルを重視し、

企業格付制度の運用状況やパフォーマンスについて、深
度ある検証を行い、その結果を踏まえ、格付制度のレベ
ルアップを図っています。具体的には、企業格付制度の運
用状況について、格付決定ルールの遵守や個社格付の大
幅変動要因などを網羅的に検証するとともに、パフォー
マンスについては、定量評価や定性評価などの格付決定
プロセス毎の運用状況やデフォルト判別力を統計的な検
定方法を用いて検証することで、合理的に企業格付制度
の有効性、妥当性の評価、検証を行っています。
この企業格付制度に基づき、当行とお取引先とをつな

ぐ合理的なコミュニケーション・ツールとして、お取引先
に格付を開示する「しがぎん格付コミュニケーション・
サービス」を実施し、お取引先が抱えておられる課題やリ
スクを互いに認識して、お取引先の経営基盤強化に向け

■　企業格付制度の概要



市場リスク管理体制

リ
ス
ク
管
理
体
制

自
己
責
任
経
営
の
実
践

SHIGA BANK REPORT 2014 33

た提案や経営改善計画策定支援に努めています。
格付制度全体としては、企業格付制度のほかに、リ

テール・プール区分制度や特定貸付債権格付制度など、
与信規模や取引属性、信用リスクの特性に応じた各種格
付体系を整備するとともに、フォワード・ルッキングな視
点での信用リスク管理を重視しています。

お取引先の財務内容などの変化は、格付制度を通じ
て、当行の信用リスクの変化として反映されます。当行
では、信用リスク管理を、より的確に実施するため、単
に信用リスク量の計測結果を分析するのではなく、お取
引先に生じているリスクを常に意識して、信用リスク管
理を実施しています。
具体的には、四半期毎にお取引先の決算書を基に財

務データを迅速に集計し、地域のお取引先の売上高や
利益の増減などの変化や動向を分析したうえで、与信
ポートフォリオの構成や信用リスク量などをモニタリング
し、信用リスク管理を行っています。
近年、経済と金融資本市場の世界規模での連関が高

まるなか、欧州や米国、アジアなどでのグローバルな事
象による日本経済、地域経済へのリスク波及性・伝播性
が増していますが、こうしたことに対しては、当行では、
グローバルベースでの複数の経済シナリオを作成し、地
域経済やお取引先への影響度を予測しています。具体的
には、複数の経済シナリオ下でのお取引先の売上高の増
減率を予測し、お取引先毎の財務インパクトを試算しそ
の格付変化を予想して、銀行全体の信用リスクや自己資
本比率の状況を管理しています。
こうした取り組みを通じ、新たな価値の創出と共有を

目指し、地域社会との「共存共栄」に資する合理的なリ
スクコントロールによる信用リスク管理体制の確立に努
めるとともに、リスクに対する適正なリターンを確保する
ため、信用リスクに応じたプライシング（貸出金利の設定）
に積極的に取り組んでいます。

市場リスクとは、金利・有価証券等の価格・為替等のさ
まざまな市場のリスクファクターの変動により、保有する
資産・負債の価値が変動することにより損失を被るリス
クをいいます。
当行は、市場リスクを、業務運営を行っていくうえで、

市場変動に伴う不確実性により予想外のリスクをもたら
す可能性があること、またその性質上、迅速な対応を必
要とすることを十分認識し、リスクを一定の範囲内に制
御したうえで、安定的な収益確保を図っています。
銀行全体の市場リスクについては、預金、貸出金、有価

証券等のすべての資産・負債について、半期毎にＡＬＭ計
画を策定し、期待する収益とリスクのバランスを考慮した
うえで資産配分を行うとともに、「バンキング勘定の金利
リスク量」（アウトライヤー基準）に基づき、金利リスク量
をコントロールしています。また、リスク計測方法は、保
有するポジションの種類・規模・特性を勘案し、VaRや感
応度指標（デュレーション、BPV）等を用い、複合的に管
理しています。
有価証券等の価格変動によりもたらされる市場リスク

については、その相場変動による損失によっても、銀行経
営に大きな影響を与えないように、リスク許容額等、各種
限度額を設定しています。具体的には、VaR等のリスク量
計測手法等により限度額を設定したものについては、そ
のリスク量が適切に把握されているかを検証することを
目的とし、バック・テスティングを行いその検証結果につ
いてＡＬＭ委員会に報告しています。
組織面においては、「取引執行部門（フロント･オフィ
ス）」、「事務処理部門（バック・オフィス）」、「リスク管理部
門（ミドル・オフィス）」を分離し、相互牽制体制を確立す
るとともに、内部監査部署である監査部が、関連規程や
業務運営計画等の遵守状況について監査を行い、監査結
果について、頭取および担当役員等で構成する内部監査
報告会ならびに取締役会に報告する体制としています。

■　信用リスク管理の概要



オペレーショナル・リスク管理体制

■　事務リスク管理

■　システム・リスク管理

■　RCSAの実践
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リスク管理体制
自己責任経営の実践

オペレーショナル・リスクとは、銀行の業務上の事故や
システムの不備、また地震や災害などの外的要因により、
当行が損失を被るリスクをいいます。
当行では、「オペレーショナル・リスク管理規程」を制定
し、オペレーショナル・リスクを、①事務リスク②システム
リスク③法務リスク④有形資産リスク⑤人的リスクの5つ
に分け、業務統轄部において一元的に管理しています。

事務リスクとは、不正・不祥事件、事務上の事故、事務
管理体制の不備や役職員が正確な事務を怠ること等によ
り当行が損失を被る、あるいは当行の信用が失墜するリ
スクをいいます。
当行では、堅確な事務が信用の基本であること、なら

びに情報管理の重要性を深く認識し、事務リスクの軽減
や事故・不正をなくすため、人材育成、組織強化、規程・マ
ニュアル類の整備、遵守を心がけることはもちろん、日頃
の事務指導や研修体制の強化にも取り組み、事務品質の
向上に努めています。

システム・リスクとは、コンピューターシステムのダウ
ン、誤作動、不備、あるいはコンピューターシステムが不
正使用されることなどにより、お客さまや銀行が損失を
被るリスクをいいます。
当行では、震災時でもシステムセンター機能が維持で

きる免震構造で、かつ最大72時間の自家発電能力のあ
る事務棟と遠隔地にバックアップセンターを確保してい
ます。また、情報漏洩を防ぐための不正アクセス対策や
ウイルス侵入対策など、想定されるシステム・リスクに対
する各種の安全対策を実施し、システムの安定稼働と情
報保護に取り組んでいます。
さらに万一の事故や大規模災害に対しても、コンティ

ンジェンシープランを策定し、万全を期しております。

当行では、自己資本比率規制に準拠したリスク管理体
制の構築をし、行内で定期的にRCSA（リスクとコント
ロールの自己評価）を実施、自主的にリスクの洗い出し・
評価を行っています。
また、更なるリスク管理の高度化に向け、リスクの制
御、移転、回避をして、リスク管理の実効性を高める
PDCAサイクルを確立するため、オペレーショナル・リス
ク情報（事故データ等）の収集・分析を行っています。
なお、自己資本比率規制のオペレーショナル・リスク相

当額の算出には、「粗利益配分手法」を採用しています。

流動性リスクとは、必要な資金を確保できず、資金繰り
に支障をきたしたり、通常より著しく不利な価格での取引
を余儀なくされて損失を被るリスクをいいます。
当行では、市場金融部が資金繰り管理部門として、金
融環境、資金化可能資産残高、予想される資金流出額な
どの資金繰りの状況を把握、管理するとともに、リスク統
轄部署である経営管理部が日次で管理状況をモニタリン
グし、流動性リスクの管理を行っています。

風評リスクとは、種々の異常事態の発生時に起因する
風評や噂により、当行の信用が毀損され、有形・無形の
不測の損失を被るリスクをいいます。
当行では、「風評リスク管理規程」を定め、風評の原因
となる異常事態発生等の未然防止に努めています。

流動性リスク管理体制

風評リスク管理体制


